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申請単位
大学なら学部、博物館は全体の統
括機関ではなく館単位。個人によ
る申請も可能

学部ではなく大学単位、博物
館は館単位。大学に附属植物
園等ある場合には別扱い。
オックスブリッジ等は複数登
録

大学は学部単位、博物館は館
単位

そもそも、国立シンガ
ポール大学附属歴史博
物館と国立植物園の２
施設しかない

申請方法・料金

ネットにある申請用サイトを通じ
て申請。申請手数料１００米ドル
（返金不可）なるも、公的機関及
び下請け事業者は免除。虚偽記載
は刑事罰の対象。施設に関連法令
（ハゲタカ・ゴールデンイーグル
保護法など）違反者がいる場合は
前科も報告

登録料１４０ポンドを徴収 ネットで応募
古い話なので記録を調
べないと分からない

申請認定率
認定しないこともあり。具体例と
して、生物学者の反対により認定
に至らず

認定しないことも多いが、認
定率を算出したことはない。
英国全体で３７施設のみの認
定

資格に適合しなければ認定せ
ず。認定しないのは珍しいこ
とではない

１００％

具体的な範囲
決議記載のものと全く同じ（決議
で言及されたものを例示ではなく
限定列挙と解釈）

合法的に取得された非商業目
的のもの

DNAサンプルの扱い
決議にないため、biological
sampleは含めない

明記していないが、血液や精
液等は対象外

ラ
ベ
ル

ラベル作成元・料
金

政府が発行し、施設側から料金を
徴収。記載内容はＣＩＴＥＳの文
字、種の名称、輸出入者双方の住
所と登録番号、責任者の署名

政府が発行、最初に一定枚数
を交付し、その代金を徴収

施設側に、種の内容及び送付
先を明記したステッカーの作
成を求める

施設側が、政府の定め
たフォーマットに従い
適宜発行

目録の作成

取得・移動の有無は勿論、既保有
標本の移動なしも含めてすべての
ＣＩＴＥＳ種を掲載した目録を毎
年提出。怠った場合は登録取消も
あり得る旨周知（実例の有無は未
確認）

恒久的に作成され専門的に管
理された目録の作成・保存義
務を課すが提出までは求め
ず、政府からの要請があれば
閲覧に供する。目録には、標
本へのアクセス記録及び譲渡
記録を永久に残す

輸入後の標本の二
次譲渡への規制

そもそも、国内外を問わず登録研
究施設間での制度と認識

対象外

二次譲渡が生じた場合、管
理・報告義務は二次譲渡先機
関とする。一次譲渡から二次
譲渡先にはpermanent loanが
大半と認識しており、三次譲
渡以上は想定していない

施設の旧関係者で
ある個人が施設名
で行う輸入

個人による申請も可能なため該当
せず

標本にアクセスできるのは、
登録施設に所属しているか否
かを問わず有資格者に限る

適用法令・罰則
環境省主管の特別法あり。違反時
の刑事罰あり

特別法なし

過去の実例
スミソニアン関係者が、ハンティ
ング・トロフィーの枠で輸入した
ものを私用に供した事例あり

記憶の限り実例無し 実例無し

施設の責任
登録取消は行わず、更なる違反行
為が出ないよう職員を厳重にモニ
ターするよう指示

１名でも違反者がいた場合、
組織全体の登録を取消すこと
となろうが、認定を厳格にし
ているのであまり想定してい
ない

本件に特化した法令はない。
既存法令を適用して輸出入の
包括承認は取消すが、通常手
続きにての輸出入可

個人の責任 個人責任を問う
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研究施設登録制度に関する主要導⼊国の実例

違
反
対
応


